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生徒・保護者の皆さまへ 

宮城県立支援学校岩沼高等学園 

校長     山 中 弘 記  

スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）の紹介 

 

春暖の候，保護者の皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

日ごろより学校活動へのご理解，ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

今年度も本校にスクールソーシャルワーカーが配置されることとなりました。生活上の

困りごとを関係機関と連絡調整を行いながら解決していくことが主な仕事の内容です。 

つきましては，相談の方法や日程についてお知らせいたしますので，ぜひご活用ください

ますようご案内申し上げます。 

 

 

宮城県教育委員会 スクールソーシャルワーカー 
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 生徒の学習や生活で困っていること・悩みなどを地域の関係機関と連携し地域に働き掛

けを行う中で，福祉的なアプローチにより解決を支援してくださる先生です。 

 川上先生は，高等学校や特別支援学校教諭として２４年間ご勤務され，その後，県教育庁

の相談業務に８年間携わり，児童相談所のケースワーカーとして５年間のご経験がありま

す。これまでご勤務された船岡支援学校，仙台一高通信制，美田園高等学校では特別支援教

育コーディネーターやスーパーバイザーとして１０年間，様々な形で生徒・保護者支援に関

わっていらっしゃいました。生徒の支援体制の充実に努め，外部機関と連携しながらきめ細

やかな生徒および家庭の支援を行った永年の功績は，平成２７年度県立学校職員優良職員

として表彰を受けております。 

 現在は県立高校のスクールソーシャルワーカーとして複数の学校をご担当され，生徒・家

庭支援へのご助言をはじめ県内の各種相談支援機関との関わりも深く，それぞれの解決に

向けた体制づくりへ力を注いでいらっしゃいます。 

 



   

来校予定日  １１回              

・１０：１０ ～ １７：００  

 

１ ６月１０日（水） ７ １２月１１日（金） 

２ ７月 ８日（水） ８  ２月１０日（水） 

３ ９月１２日（土） ９  ２月１９日（金） 

４ １０月１０日（土） １０  ３月 ４日（木） 

５ １１月２５日（水） １１   ３月１０日（水） 

６ １２月 ４日（金）   

 

相談場所   

・１回の目安時間は４５分くらいです。 

◎場所は主に相談室で行います。 

 

相談時間および予約の方法  

・希望する前日までに，担任 か 支援室 にご連絡 

ください。 

  ◎保護者の方は，担任，支援室へ電話でご連絡ください。 

  ◎生徒の皆さんは，担任の先生か支援室の先生に直接 

申し込んでください。 

 

 学校代表番号 ０２２３（２５）５３３２ 

 



保護者のみなさまへ 

              岩沼高等学園スクールソーシャルワーカー 川上 芳夫 

  

  スクールソーシャルワ一カー（SSW）は、学校や家庭での生活が「快適でなくなった」生

徒さんやご家族と一緒に、どうしたら快適になるか、一緒に作戦を考える専門職です。 

 SSWは社会福祉士・精神保健福祉士という福祉の国家資格を持っています。生活が快適

になるよう、制度やサービス、環境の面から支援を行います。 

  私は退職教員です。児童相談所で５年間ケースワーカーとして働いた後、特別支援学校と

公立通信制高校で長年、コーディネーターをやってきました。生活が快適でなくなり、他の

学校から移ってきた生徒さんやご家族と一緒に「快適な生活の実現」を考える中で国家資格

をとりました。 

 学校の外には、生徒さんや御家族が学校・家庭・地域で快適に生活できるよう応援する、

さまざまな人たちがいます。  

     

 〇 教育関係の人たち         〇 福祉関係の人たち  

 〇 保健・医療関係の人たち  〇 司法関係の人たち  

 〇 心理関係の人たち      〇 市役所・区役所や役場の人たち  

 〇 そして地域の皆さん    

                                などです。 

         

 スクールソーシャルワーカーは、これらの人たちがばらばらに動くのではなく、連携して

効果的に動くことができるよう連絡・調整をしたり、生徒さんや御家族の皆さんの相談を受

けて、「こういうサービスや助けがありますよ」と紹介したりします。場合によっては、社

会資源を新しく作り出したりします。 

 学校の外にはさまざまな保健・医療・福祉のサービスがあります。これらはすべて申請し

なければ使えません。うまく使えるように、申請をお手伝いすることもあります。 

 ひとり親家庭に関する制度や、生活保護制度など、学校生活や進学を支えるお金に関する

制度をわかりやすく紹介し、手続きをお手伝いすることもあります。 

  「学校に居場所がない」「家に居場所がない」、そんな生徒さんととりあえず「安全に、

無料もしくは低料金で過ごせる居場所」を外につくったりすることもあります。 

 一緒に考えます。よろしくお願いします。 

 


